
建 設 業 法 （ 抄 ）

昭和24年法律第100号

（定義）

この法律において「建設工事」とは、土木建築に関する工事で別表の上欄に掲げるもの第２条

をいう。

この法律において「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、２

建設工事の完成を請け負う営業をいう。

この法律において「建設業者」とは、第３条第１項［建設業の許可］の許可を受けて建設業３

を営む者をいう。

この法律において「下請契約」とは、建設工事を他の者から請け負った建設業を営む者と他４

の建設業を営む者との間で当該建設工事の全部又は一部について締結される請負契約をいう。

この法律において「発注者」とは、建設工事（他の者から請け負ったものを除く。）の注文５

者をいい、「元請負人」とは、下請契約における注文者で建設業者であるものをいい、「下請

負人」とは、下請契約における請負人をいう。

（経営事項審査）

公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるものを発注者から直第27条の23

接請け負おうとする建設業者は、建設省令で定めるところにより、その経営に関する客観的事

項について、その許可を受けた建設大臣又は都道府県知事の審査を受けなければならない。

前項の審査（以下「経営事項審査」という。）は、経営規模の認定をし、経営状況の分析を２

し、並びにこれらの認定及び分析の結果を考慮して客観的事項の全体について総合的な評定を

して、行わなければならない。

前項に定めるもののほか、経営事項審査の項目及び基準は、中央建設業審議会の意見を聴い３

て建設大臣が定める。

経営事項審査の申請は、建設省令で定める事項を記載した経営事項審査申請書を提出してし４

なければならない。

経営事項審査申請書には、経営事項審査に必要な事実を証する書類として建設省令で定める５

書類を添付しなければならない。

建設大臣又は都道府県知事は、経営事項審査のため必要があると認めるときは、経営事項審６

査の申請をした建設業者に報告又は資料の提出を求めることができる。



建設業法第２条第１項の別表の
上欄に掲げる建設工事の内容

昭和47年３月８日 建設省告示第 350号

昭和60年10月14日 建設省告示第1368号最終改正

建設業法（昭和24年法律第 100号）第２条第１項の別表の上欄に掲げる建設工事の内容を次の

とおり告示する。ただし、その効力は昭和47年４月１日から生ずるものとする。

建設工事の種類 建 設 工 事 の 内 容

総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事（補修、
土 木 一 式 工 事

改造又は解体する工事を含む。以下同じ。）

建 築 一 式 工 事 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事

木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を
大 工 工 事

取付ける工事

工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹
左 官 工 事

付け、又ははり付ける工事

イ 足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等

の組立て、工作物の解体等を行う工事

とび・土工・コン ロ くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事

クリート工事 ハ 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事

ニ コンクリートにより工作物を築造する工事

ホ その他基礎的ないしは準備的工事

石材（石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。）の加工又
石 工 事

は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事

屋 根 工 事 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事

電 気 工 事 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事

冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製

管 工 事 等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置

する工事

れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物に
タイル・れんが・

れんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工
ブロック工事

事

鋼 構 造 物 工 事 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事



鉄 筋 工 事 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事

道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等によ
ほ 装 工 事

りほ装する工事

しゅんせつ工事 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事

金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物
板 金 工 事

を取付ける工事

ガ ラ ス 工 事 工作物にガラスを加工して取付ける工事

塗 装 工 事 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事

防 水 工 事 アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事

木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペ
内 装 仕 上 工 事

ット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事

機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取
機械器具設置工事

付ける工事

熱 絶 縁 工 事 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事

有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備
電 気 通 信 工 事

等の電気通信設備を設置する工事

整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地
造 園 工 事

を築造する工事

さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴
さ く 井 工 事

う揚水設備設置等を行う工事

建 具 工 事 工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事

上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工
水 道 施 設 工 事

事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事

火災警報設備、消化設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設
消 防 施 設 工 事

置し、又は工作物に取付ける工事

清 掃 施 設 工 事 し尿処理し節又はごみ処理施設を設置する工事


